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年月日 日本政府等の動き 同時期の国際社会の動き

2018.03
米国トランプ政権による対中関税の引上げ
を契機に米中貿易戦争が勃発

2018.08.13
華為を始め、中国企業５社を政府の調達先
から排除する内容を盛り込んだ国防権限法
が米国で成立

2019.03.21
ルール形成戦略議員連盟が、「国家経済会議（日本版 NEC）」創設を
政府（安倍内閣）に提言※会長 甘利明氏

2020.04.01 国家安全保障局（NSS）に経済班を設置
新型コロナウイルスの感染が拡大
日本国内の供給量の約８割を占めていた
中国製マスクの輸入が途絶

2020.06.04
自民党政務調査会内に、政調会長直轄の「新国際秩序創造戦略本部」
（現 経済安全保障対策本部）設立
※設立時 本部長 岸田文雄氏、座長 甘利明氏

2020.7.17
政府が、初めて「経済安全保障」の概念を盛り込んだ「経済財政運営と
改革の基本方針2020（骨太方針2020）」を閣議決定

2020.12.22
新国際秩序創造戦略本部が、「『経済安全保障戦略策定』に向けて」を
政府（菅内閣）に提言

2021.05.27
新国際秩序創造戦略本部が、提言から半年を経た現時点での「中間とり
まとめ『経済財政運営と改革の基本方針2021』に向けた提言」を政府
に申入れ　※本部長 下村博文氏 、事務局長 小林鷹之氏

2021.06.18
政府が、経済安全保障の確保を盛り込んだ「経済財政運営と改革の基本
方針2021（骨太方針2021）」を閣議決定

2021.10.04
政府（岸田内閣）が、経済安全保障の特命担当大臣ポストを新設、小林
鷹之氏が就任

  2021.11 経済安全保障推進会議（第1～２回）開催

 ～ 2022.02 経済安全保障法制に関する有識者会議（第１～４回）開催

2022.05.11 「経済安全保障推進法」成立

2022.06.07
政府が、経済安全保障の確保を盛り込んだ「経済財政運営と改革の基本
方針2022（骨太方針2022）」を閣議決定

2022.08.01 内閣府に「経済安全保障推進室」設置

2022.12.16 「国家安全保障戦略」閣議決定

ロシアによるウクライナ侵略勃発
（2022.2.24）
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◆ 2022年５月に成立した経済安全保障推進法では、経済活動に関して行われる国家及び国民の
安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることを踏まえ、安全保障の確保に
関する以下の４分野で所要の制度を創設する旨規定。

◆ ４分野のうち、重要物資の安定供給確保及び先端的な重要技術の開発支援は先行して施行。
◆ 基幹インフラ、特許についても令和６年５月に制度運用開始。

①重要物資の安定的な
供給（サプライチェー
ン）の確保

②基幹インフラ役務の
安定的な提供の確保

③先端的な重要技術
の開発支援

④特許出願の非公開

戦略的自律性の確保 戦略的不可欠性の確保

国⺠の⽣存や、国⺠⽣活・
経済活動に甚⼤な影響のある

物資の安定供給の確保を図る
ため、特定重要物資の指定、
⺠間事業者の計画の認定・
⽀援措置、特別の対策として

の政府による取組等を措置

法第２章 法第３章 法第４章 法第５章

基幹インフラの重要設備が我が
国の外部から⾏われる役務の
安定的な提供を妨害する⾏為の
⼿段として使⽤されることを
防⽌するため、重要設備の導⼊

・維持管理等の委託の事前審査
勧告・命令等を措置

先端的な重要技術の研究開発
の促進とその成果の適切な
活⽤のため、資⾦⽀援、官⺠
伴⾛⽀援のための協議会設置、

調査研究業務の委託（シンクタ
ンク）等を措置。

安全保障上機微な発明の特許
出願につき、公開や流出を防
⽌するとともに、安全保障を

損なわずに特許法上の権利を
得られるようにするため、保
全指定をして公開を留保する
仕組みや、外国出願制限等を
措置。



経済財政運営と改革の基本方針2022（骨太方針2022）
第３章 内外の環境変化への対応 １．（２）経済安全保障の
強化 （抜粋）
 

➢ 新たな国家安全保障戦略等の策定に当たり、経済安全保障を
重要な課題と位置付ける。

➢ 経済安全保障推進法を着実に施行すべく、速やかに基本方針
を策定し、サプライチェーン及び官民技術協力に関する施策を
先行して可能な限り早期に実施する。

➢ 国家安全保障局を司令塔とした、関係府省庁を含めた経済安
全保障の推進体制の強化を図る。内閣府に経済安全保障推進室
（仮称）を速やかに設置する。

➢ ロシアによるウクライナ侵略も踏まえ、新たな安全保障貿易
管理の枠組みの検討も含めた先端技術を保有する民主主義国家
による責任ある技術管理や、各種制裁の効果的な実施、経済的
威圧への対応を含め、同盟国・同志国との連携を強化する。

➢ インテリジェンス能力を強化するため、情報の収集・分析等
に必要な体制を整備する。
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経済安全保障推進法の着実な実施と
不断の見直し

サプライチェーンの強靭化
◆ 特定国への過度な依存を低減
◆ 次世代半導体の開発・製造拠点整備、

レアアース等の重要な物資の安定的な供給の確保
◆ 政策金融の機能強化等

重要インフラ分野の取組
◆ 地方公共団体を含む政府調達の在り方検討
◆ 事前審査制度の対象拡大の検討

データ・情報保護
◆ 機微データの適切管理やICTサービスの安全性・

信頼性確保
◆ セキュリティクリアランスを含む情報保全の強化

技術育成・保全等
◆ 先端重要技術に関する開発・育成等の支援強化
◆ 投資審査や輸出管理の更なる強化
◆ 強制技術移転への対応強化
◆ 研究インテグリティ、人材流出対策等

外国からの経済的な威圧に対する
効果的な取組の推進

2022年12月に閣議決定された国家安全保障戦略は、経済安全保障とは、
「我が国の平和と安全や経済的な繁栄等の国益を経済上の措置を講じ確
保すること」であり、以下の措置に取り組むと規定。
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●経済安全保障と税関行政

経済安全保障の範囲
(イメージ)

「国家安全保障戦略」
(2022.12.16) 閣議決定

経済安全保障政策を進めるための体制
を強化し、～民間と協調し、～技術保全
等の観点から～輸出管理の更なる強化
～等の措置に取組む。

「経済安全保障に係る税関におけ
る対応について」（財関第439号 
2022.6.10）関税局長通達

外為法において輸出が規制されて
いる軍事転用のおそれのある製品
や技術等の流出につながる不正輸
出を防止

・情報分野における民間との連携
・適正な輸出通関の徹底及び輸出
事後調査の充実

政府
【閣議決定】

税関
【局長通達】

※【 】内：根拠

安全保障貿易
管理(輸出)
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経済安全保障への税関の対応について
《関税局長通達（公開通達）令和４年６月10日付、財関第439号》

●税関における経済安全保障

外為法において輸出が規制されている軍事転用のおそれのある
製品や技術等の流出につながる不正輸出を防止することを念頭

●税関の取り組み

①関係機関及び民間事業者との連携強化

⇒不正輸出の情報収集・分析を強化

②適正な輸出通関の徹底と輸出事後調査の充実

デュアル・ユース
（軍民両用品）にも着目
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税関は、貨物（荷物）の輸出入に係る審査・検査を行う立場から、軍事
転用の可能な製品が適正な手続きを経ることなく輸出されないよう取締
りを行っています。

不正輸出防止のための水際取締りのイメージ

軍 事 転 用工作機械等を政府の許可なく輸出

大量破壊兵器等
開発国

税関による
審査・貨物確認

日本国内
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経産省

輸出者 輸出貨物

適正手続に係る輸出貨
物かの懸念事例
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●税関は水際での執行を担う

税関

外為法で規制されてい
る輸出貨物を輸出して
よいか検討し、輸出可
否を審査する。
(外為法)

外為法等で適正な手続
を経ていない輸出貨物
につき輸出を許可しな
い。(関税法)



●税関が果たすことができる役割の例

国内で販売した製品がメーカー側の意図しない懸念国
・懸念需要者へ輸出される虞もある。

⇒税関との情報分野における連携によって、適正手続
を経ない不正輸出を阻止できる可能性がある。

輸出者 中古品

懸念国

メーカー

経産省

税関 懸念需要者
転売

販売

顧客

9



海港 空港

税関は、関税法に基づき外国に向けて輸出する（送り出す）貨物
（荷物）について、輸出者（荷主）から輸出申告を求め、審査・検査
を行っています。

輸出申告が法令の条件を満たすと、貨物の輸出が許可されます。
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フォワーダーに
輸出を依頼する

手荷物で外国
に持ち出す

郵便・宅急便
で発送する

引越会社に荷物
を預ける

これら全てが輸出であり輸出申告等が行われます。
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積

輸出者

フォワーダー・通関業者

税関

簡易
審査

関税関係法令以外で輸出
に許可等が必要と規定する
場合には、経済産業大臣の
許可等を受ける
（右表は一例）

経
産
省
の
手
続

税
関
手
続
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●税関による水際の執行とは？

図式化すると・・・

関税線(≒国境)経産省

輸出許可
申請

輸出者

税関

輸出貨物

税関は、水際で不正輸出
を防ぐ最後の砦

需要者等

外国

輸出許可
（外為法）

輸出許可
（関税法）

水際での
確認義務
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① 輸出許可【関税法第67条】
貨物を輸出する際は、必要な事項を税関長に申告し、必要な検査を経て、
許可を受けなければなりません。

 ② 他法令の証明【関税法第70条】
 関税関係法令以外の法令の規定によって、輸出許可・承認を義務付けら

 れている貨物については、輸出申告の際、それを受けていることを税関に
 証明する必要があります。

【第１項】
この条項で規定する他法令の書類は、税関への輸出申告前に準備し

証明しなければなりません。
【第２項】

この条項で規定する他法令の書類は、税関審査の際に準備が完了す
ればよいものです。

輸出許可を取得するための
要件の一つ
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税関ホームページ

こちらは税関ホームページの
「カスタムスアンサー（税関手続きFAQ）」

にあるQ&Aからの紹介
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 輸出事後調査とは、貨物の輸出後に適宜輸出者等を訪問し、輸出手続
が適正に行われたかを法律上の権限に基づいて調査するもの。

(確定申告後の税務調査の様なもの)

 調査方法：輸出者、通関業者を始め輸出に携わった各種業者に質問し、
帳簿書類を検査する。

 当該貨物に係る輸出手続が関税法その他の関係法令の規定に従って、
正しく行われたか否かを確認する。
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●報道機関による監視の実例

本邦の報道記事：懸念国への流出疑義？

懸念国本邦

国内報道の例

①R.6年 実名報道 機械類
 懸念国流出懸念

②R.5年 実名報道 機械類
 懸念国・用途への流出懸念

③R.4年 実名報道 輸送機器
 懸念用途への転用懸念

輸出管理の不備が実名報道
されると企業のイメージ低下
につながり、競争力の低下を
招くおそれも。
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